
上越市告示第 108 号 

 

 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 49 条の 7 第 2 項の規定に基

づき、指定避難所（指定福祉避難所）2 箇所の指定を取り消すので、公告する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月 28 日 

 

 

上越市長 中 川 幹 太   

 

 

記 

 

1 変更年月日 

令和 6 年 4 月 1 日（月） 

 

2 内容 

 「ハッピーデイサービス めぐみ」及び「就労継続支援Ｂ型事業所 くび

きふれあい」の指定避難所（指定福祉避難所）の指定を取り消す。 


